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資 料 編 
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障害者関係団体意見交換会 

(平成 22 年８～10 月実施) 

計画素案についての説明会 

(平成 23 年１月実施) 

障害者福祉計画の

策定に係る協議

〔庁内組織〕

調書作成

指示
報告

・アンケート調査

・団体意見交換会

・パブリックコメント

報告

集約

市　長

障害者福祉計画
策定検討委員会

宇部市
地域自立支援協議会

関係各課

事務局

(障害福祉課)

委員委嘱報告指示

障害者などの

意見反映

 

１ 計画策定体制 

策定にあたっては、宇部市障害者福祉計画策定検討委員会を中心に、宇部市地域自立支援

協議会の意見を取り入れながら策定しました。 

また、検討にあたっては、障害者等を対象としたアンケート調査の実施、障害者本人・団

体への意見交換会、パブリックコメントなどを実施し、幅広い意見の反映に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

宇部市地域自立支援協議会設置要綱 

（設置）  

第１条 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、障害  

当事者、民間有識者等からの幅広い意見を反映させるため、宇部市地域自立支援協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。  

（組織）  

第２条 協議会は、関係機関の代表者及び市民からなる代表者会議並びに関係機関の実務者

担当者からなる実務者会議を組織する。  

２ 代表者会議の委員は２０名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

 (１ ) 別表１に定める関係団体等の役職員  

 (２ ) 公募による市民  

（会長及び副会長 ) 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は協議会の事務を総括し、協議会を代表する。  

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。  

（代表者会議）  

第４条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。  

(１ ) 相談支援事業の運営に関すること。  

(２ ) 地域の情報と課題に関すること。  

(３ ) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。  

(４ ) その他（障害者福祉計画及び障害福祉計画の策定並びにその具体化に向けた協議等） 

２ 代表者会議は会長が招集し、その議長となる。  

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞く

ことができる。  

（実務者会議）  

第５条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。  

(１ ) 困難事例への対応のあり方に関すること。  

(２ ) 地域の情報と課題の共有に関すること。  

(３ ) その他（社会資源の発掘等）  

２ 実務者会議は、原則として月１回開催する。ただし、必要に応じ随時開催するものとす

る。  

３ 専門的分野から各事項の調査検討等を行うため、実務者会議に部会を置くことができる。 

（代表者会議の委員の任期）  

第６条  委員の任期は、２年間とする。ただし、再任は妨げない。  

２ 現に委員である者の異動等に伴い又は増員により委嘱された委員の任期は、他の委員の

残任期間とする。  

（庶務）  

第７条  協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。  

（その他）  
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第８条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。  

この要綱は、平成２０年３月２１日から施行する。  

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。  

 

別表１   

宇部市地域自立支援協議会委員選出団体一覧 

Ｎｏ 区分 選出団体 

1 学識経験者 宇部フロンティア大学 

2 〃 宇部市障害者ケア協議会 

3 障害当事者団体 宇部市身体障害者団体連合会 

4 〃 財団法人宇部市手をつなぐ育成会 

5 〃 宇部地区精神保健家族会 

6 〃 在宅障害児・者と家族を支援する会 

7 福祉団体 宇部市民生児童委員協議会 

8 〃 社会福祉法人宇部市社会福祉協議会 

9 相談支援事業者 社会福祉法人南風荘（ぴあ南風） 

10 〃 社会福祉法人光栄会（ぷりずむ） 

11 〃 社会福祉法人扶老会（ふなき） 

12～14 福祉サービス事業者 ※市内３事業者を市が選出 

15 保健・医療 宇部市医師会 

16 〃 山口県立こころの医療センター 

17 教育 山口県立宇部総合支援学校 

18 就労支援 宇部公共職業安定所 

19 〃 宇部市障害者就労支援ネットワーク会議 
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宇部市地域自立支援協議会名簿 

（平成 23年３月１日現在） 

氏 名 所属（役職） 

（学識経験者）   

丸田 育美 宇部フロンティア大学 講師 

有田 信二郎 宇部市障害者ケア協議会 副会長 

（障害当事者団体）   

西村 武剛 宇部市身体障害者団体連合会 副会長 

宮田 康雄 財団法人宇部市手をつなぐ育成会 理事 

河村 富子 特定非営利活動法人 むつみ会(宇部地区精神保健家族会)理事長 

水田 和江 在宅障害児・者と家族を支援する会 事務局長  

（福祉団体）   

広瀬 良成 宇部市民生児童委員協議会 高齢･障害福祉部会 部会長 

岡村 元美 宇部市社会福祉協議会 専任手話通訳者 

（相談支援事業者）   

石田 順 宇部市障害者生活支援センター「ぴあ南風」 所長 

神田 尚子 総合相談支援センター「ぷりずむ」 所長 

牧 憲一郎 生活支援センター「ふなき」 副管理者 

（福祉サービス事業者）   

田中 逸夫 南風デイセンター 所長 

西村 信正 有限会社 てご屋 代表取締役 

藤本 和明 社会福祉法人 山家連福祉事業会 いこい 管理者 

（保健・医療）   

土屋 智 宇部市医師会 理事 

小川 紀子 山口県立こころの医療センター 主査 

（教育）   

山村 智恵子 山口県立宇部総合支援学校 地域コーディネーター 

（企業・就労支援）   

蔵重 健治 宇部公共職業安定所 次長 

益原 忠郁 宇部市障害者就労支援ネットワーク会議 会長 

（公募による市民）   

溝田 成哲   
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日  程 事  項 

平成22年５月27日 第１回宇部市地域自立支援協議会 

７月16日 第１回宇部市障害者福祉計画策定検討委員会(庁内組織) 

８月９日 

～８月31日 

障害福祉アンケート調査の実施 

 〈調査人数〉1,000人 

 〈回収率〉55.2％ 

８月28日 

８月29日 

８月30日 

障害者関係団体との意見交換会(第１回) 

 〈テーマ〉各団体の主な活動内容について 

 〈参加団体数〉14団体 

９月25日 

９月27日 

障害者関係団体との意見交換会(第２回) 

 〈テーマ〉福祉サービスについて 

       就労や社会参加について 

 〈参加団体数〉13団体 

10月２日 

10月４日 

障害者関係団体との意見交換会(第３回) 

 〈テーマ〉バリアフリーについて 

      その他福祉施策全般について 

 〈参加団体数〉11団体 

10月 28日 第２回宇部市障害者福祉計画策定検討委員会 

11月 25日 第２回宇部市地域自立支援協議会 

平成23年１月24日 

～２月14日 

計画素案に対するパブリックコメントの実施 

 〈意見提出件数〉64件 

１月28日 

１月30日 

計画素案についての説明会 

 〈会場〉宇部市総合福祉会館 

 〈参加者〉40名 

３月２日 第３回宇部市地域自立支援協議会 

 

２ 策定経過 
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ああああ    

３ 用語解説 

    
アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント(※59)    

    保健福祉サービスなどの利用計画を策定する際、サービス利用者の健康状態や家族の状況、

希望等を聴取するなどして、問題の特定や解決すべき課題を把握すること。事前評価や課題分

析ともいう。 

    

宇部市退院情報宇部市退院情報宇部市退院情報宇部市退院情報連絡連絡連絡連絡システムシステムシステムシステム(※71)    

宇部市医師会、山口県宇部健康福祉センター及び宇部市の三者が実施主体となり、医療機関

や関係機関の連携により、在宅介護を必要とする寝たきりの方や難病の患者などを支援する体

制のこと。在宅ケアを必要とする寝たきりの方や難病患者などについて、本人や家族の同意の

もとに、入院中の医療機関や施設から必要な情報の提供を受け、個々の患者が退院時から適切

な保健・医療・福祉サービスを受けることができるよう事前に準備することにより、安心して

退院し、在宅生活が送れるようにするための仕組み。 

    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人（（（（NonNonNonNon Profit Organization Profit Organization Profit Organization Profit Organization）））） (※26)    

「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」に基づいて法人格を取得した民間非営利団体（Non 

Profit Organization）のこと。医療や福祉、環境保全、災害復旧、地域おこしなど、様々な

分野で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に活動する民間の非営利組

織。 

    

音声音声音声音声コードコードコードコード(※90)    

紙に印刷された印刷情報をデジタル情報に変えたシンボル（二次元のデータコード）のこと

で、このデータコードをもとに音声を出力させることができる。通常は、18ｍｍ角のコードの

中に日本語（漢字かな混じり）で約800文字のテキストデータを記録することができる。 
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かかかか    
 
    

学習障害学習障害学習障害学習障害（LD＝Learning Disabilities）(※11) 

基本的には、知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能

力のうち特定のものの習得に著しい困難を示す状態のこと。 

 
学童保育学童保育学童保育学童保育クラブクラブクラブクラブ(※44)    

保護者が仕事などにより、昼間家庭にいない児童（小学校に就学している概ね 10歳未満の

児童）に対し、家庭や小学校と連携を取りながら、小学校の授業終了後や休日に、ふれあいセ

ンターや市民センター、小学校の余裕教室等を活用し、見守りなどを行う活動（施設）のこと。 

 
学校教育活動支援学校教育活動支援学校教育活動支援学校教育活動支援ボランティアボランティアボランティアボランティア制度制度制度制度(※89)    

学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、保護者や地域人材、団体・企業などが

ボランティアとして学校をサポートする制度のこと。支援の内容は、授業支援（学習の見守り、

授業の準備・片付けなど）、授業外支援（クラブ活動、読み聞かせなど）、学校行事支援（運

動会、文化祭など）、体験活動支援（農業、福祉など）、教育環境支援（生き物の世話、昔遊

びの道具作成・補修など）が対象。 

 

機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練(※19)    

身体の一部に麻痺や筋力低下などの機能障害がある人が、機能の維持向上や残存能力の活用

を目的として行う訓練のこと。 

 
共存同栄共存同栄共存同栄共存同栄・・・・協同一致協同一致協同一致協同一致(※25)    

大正 10年（1921年）11月 1日、宇部市が村から一躍市制を施行した日に読み上げられた誓

文五則の中の言葉で、「皆が心を一つにし、共に栄えていこう。」という意味。 
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共同受注共同受注共同受注共同受注((((※※※※81)81)81)81)    

商品や役務などの発注に対し、受付窓口を一本化し、受注するよう調整するとともに、複数

の障害福祉サービス事業所が協力して受注するシステムのこと。（これまで対応できなかった

発注の取り込みが可能となり、受注量の拡大や障害者の所得向上が期待される。） 

緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報システムシステムシステムシステム(※24)    

ひとり暮らし等の在宅重度障害者に対し、急病や災害時などの緊急時に、装置のボタンを押

すだけで 24時間体制の緊急通報センター（消防本部）に通報するシステムのこと。 

    

苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制(※108)    

    事業者が提供した障害福祉サービスに対して、サービス利用者やその家族から苦情が出され

た場合に適切に対応する仕組みのこと。事業者に「苦情解決責任者」と「苦情受付担当者」を

設けることや、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対

応を図るために「第三者委員」を設置することがある。    

    

グループホームグループホームグループホームグループホーム（（（（共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助））））(※63)    

障害者に対し、共同生活を行う住居において、夜間や休日に相談や日常生活上の援助を提供

するサービスのこと。 

 
ケアホームケアホームケアホームケアホーム（（（（共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護））））(※64)    

障害者に対し、共同生活を行う住居において、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護など

の援助を提供するサービスのこと。 

 
ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント(※50)    

障害者や家族からの相談に応じ、障害者一人ひとりの心身の状況、サービス利用の意向、家

族の状況などを踏まえ、必要とされる様々な種類のサービスを組み合わせた計画を作成し、計

画に基づくサービスの実施状況の把握や評価を行い、必要があれば計画を見直す仕組みのこと。 

 
権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護（（（（地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業））））(※51)    

意思表示が困難な寝たきりの高齢者や判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神

障害者等が、地域において自立した生活が送れるよう、契約に基づいて、代理人が権利や意思

表示を支援・代弁し、福祉サービスの利用援助などを行うこと。 
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ささささ    

工賃工賃工賃工賃(※82)    

    授産施設や福祉工場、作業所等の障害福祉サービス事業所などにおいて、事業者が障害者（利

用者）に支払う賃金のこと。工賃（賃金）には、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業

者が障害者（利用者）に支払ったものを指す。    

ごごごご近所福祉活動推進事業近所福祉活動推進事業近所福祉活動推進事業近所福祉活動推進事業(※72)    

子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に集え、様々な交流や活動を

行う地域福祉の拠点を整備及び活動を支援する事業のこと。 

 

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター(※34)    

乳幼児及びその保護者相互の交流や子育てについての相談・情報提供など、子育て支援を行

う拠点施設のこと。 

 

個別個別個別個別のののの教育支援計画教育支援計画教育支援計画教育支援計画(※37)    

 幼児児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業までを見通した

長期的な視点で、福祉、医療、労働などの関係機関が連携して教育的支援を行なうために作成

する計画のこと。 

 

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションボードボードボードボード(※91)    

 聴覚に障害のある人とコミュニケーションをとる際に使用する携帯筆談器。また、知的障害

児（者）や自閉症児（者）など、文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい方々が、

指差しで意思を伝える際に使用するイラストなどをいう。 

    

    

災害時要援護者避難支援制度災害時要援護者避難支援制度災害時要援護者避難支援制度災害時要援護者避難支援制度(※104)    

ひとり暮らしの高齢者や障害者など、災害時に避難勧告等の災害情報の入手が困難な人や自

力で避難できない人、避難に時間を要する人で家族等の支援が望めない人を対象として、あら

かじめ登録した要援護者が迅速かつ的確に避難できるよう、地域単位の共助による避難支援の

制度のこと。 

 

支援費制度支援費制度支援費制度支援費制度(※8)    

障害者が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択のための相談

支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいて、

サービスを利用する制度のこと。 
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自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織(※92)    

「自分たちの地域は自分たちで守る」という考え方に基づき、災害発生時の地域の被害を最

小限度に抑えることを目的に、主に自治会や町内会単位で結成される組織のこと。 

平常時は、周囲の危険箇所やいざというときの避難ルート等の点検や確認を行い、災害時は

地域の人々でお互いに助け合い、救助活動や災害弱者への支援などを行う。 

 
就学相談就学相談就学相談就学相談(※33)    

心身に障害があると思われる子どもや気になる行動等が見られる子どもの就学にあたり、

どのような教育の場がふさわしいのかなどの悩みに対して、相談に応じること。保護者の希

望により、就学予定・検討先の学校や学級の見学・体験入級、必要に応じて子どもの行動観

察や発達検査などを重ねながら、もっとも望ましい就学が実現するよう配慮が求められる。 

 
重度身体障害者自立生活支援付住宅重度身体障害者自立生活支援付住宅重度身体障害者自立生活支援付住宅重度身体障害者自立生活支援付住宅(※100)    

 入居している重度身体障害者に対し、自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう

支援する市営住宅内の車いす専用施設付き住宅のこと。支援の内容は、生活相談、安否確認、

一時的な家事援助、緊急時の対応など。 

    

障害児支援情報共有障害児支援情報共有障害児支援情報共有障害児支援情報共有システムシステムシステムシステム(※46)    

一人ひとりのニーズに応じた療育や教育を受けることができるよう、乳幼児期や学齢期、青

年期など、発達ステージが変わっても、保育・教育・保健・医療・福祉などの各関係機関の情

報を支援者間で共有するシステムのこと。    

    

障害児等療育支援事業者障害児等療育支援事業者障害児等療育支援事業者障害児等療育支援事業者(※32)    

    主に在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）などの地域における生活を支えるため、

身近な地域で療育指導を行う事業者のこと。 
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障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法障害者雇用促進法（（（（障害者障害者障害者障害者のののの雇用雇用雇用雇用のののの促進等促進等促進等促進等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律））））(※10)    

障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置や職業リハビリテーションの措置

などを通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律のこと。 

    

障害者雇用率障害者雇用率障害者雇用率障害者雇用率(※77)    

全労働者数における障害者の労働者数の割合のこと。 

民間企業、国及び地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇

用率に相当する障害者を雇用することが求められている。 

    

障害者就業障害者就業障害者就業障害者就業・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター(※58)    

就職や職場への定着が困難な障害者を対象に、雇用・福祉・教育等の関係機関との連携の拠

点として連絡調整などを積極的に行いながら、就業及び日常生活上の支援を一体的に行う施設

のこと。 

    

障害者相談員障害者相談員障害者相談員障害者相談員(※53)    

障害者又はその家族等からの様々な相談に応じ、必要な指導及び助言など行う者のこと。 

 

障害者相談支援事業者障害者相談支援事業者障害者相談支援事業者障害者相談支援事業者（（（（指定相談支援事業者指定相談支援事業者指定相談支援事業者指定相談支援事業者））））(※52)    

地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について、障害者又は障害児の保護者などからの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを行う事業者のこと。なお、障害者自立支援法に

基づき、県知事が相談支援事業を行う事業者として指定した者を指定相談支援事業者という。 

    

障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法(※4)    

障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スの給付を行うことにより、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわら

ず、人々がお互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄

与することを目的として、平成 18年に施行された法律のこと。 

    

障害者就労障害者就労障害者就労障害者就労ワークステーションワークステーションワークステーションワークステーション(※78)    

働く意欲のある障害者の自立を促進するとともに、市役所内の業務の効率化を図ることを目

的として、平成22年 5月、市役所庁舎内に設置された部署のこと。定型的な庁内業務を集約

し、雇用された障害者が一括して処理を行う。 
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障害者就労支援障害者就労支援障害者就労支援障害者就労支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議(※83)    

障害者の就労を促進するため、関係機関・団体などが連携し、連絡調整や情報交換を行うこ

とを目的に設置された組織のこと。障害者就業・生活支援センター、公共職業安定所、企業、

商工会議所、障害福祉サービス事業所（就労支援）などの職員で構成。（平成19年4月に設置） 

    

障害者職業障害者職業障害者職業障害者職業センターセンターセンターセンター(※85)    

地域に密着して職業リハビリテーションサービスを提供する施設のこと。 

障害者職業カウンセラーやジョブコーチ等による障害者の就労訓練、職場定着支援、職業能力

評価、事業主への助言や、ジョブコーチの養成・研修などを行う。 

    

障害者障害者障害者障害者バスバスバスバス優待乗車証優待乗車証優待乗車証優待乗車証(※68)    

    障害者等の外出支援及び社会参加を支援するため、本市在住の障害者など（等級制限あり）

に交付される対象路線のバス運賃が無料となる優待乗車証のこと。    

    

障害者用障害者用障害者用障害者用トイレトイレトイレトイレ(※23)    

車いす利用者や障害者の介助者も一緒に入れるなど、障害のある方の利用に配慮されたトイ

レのこと。    

    

障障障障がいがいがいがい等地域支援等地域支援等地域支援等地域支援ブロックブロックブロックブロック会議会議会議会議(※69)    

保健・医療・福祉・教育・就労関係者で構成され、事例検討や情報交換などを行う連絡会議

のこと。  

 

小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所(※62)    

介護保険制度の地域密着型サービスのひとつで、小規模多機能型居宅介護事業（「通い」を

中心に「訪問」「泊まり」の 3つのサービス形態が一体となったもの）を行う事業所のこと。 

 

職職職職業業業業リハビリテーションネットワークリハビリテーションネットワークリハビリテーションネットワークリハビリテーションネットワーク(※84)    

職業に就くことや就労を維持することが困難な障害者に、職業を通じた社会参加と自己実現、

経済的自立の機会を作り出していく「職業リハビリテーション」の取り組みを、様々な関係機

関のネットワークにより、連携して進めていく仕組みのこと。 
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自立支援医療自立支援医療自立支援医療自立支援医療(※16) 

障害者に対し、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むため

に提供される必要な医療のこと、①身体障害者に対して行われる更生医療、②身体障害児（18

歳未満）に対して行われる育成医療、③精神障害者に対して行われる精神通院医療がある。 

 

シルバーリフォームシルバーリフォームシルバーリフォームシルバーリフォーム(※99)    

高齢者が安心して暮らせるために行う、高齢者対応設備、手すりなどの設置、段差解消など

の高齢者向けの住戸改善のこと。 

 

新新新新サービスサービスサービスサービス体系体系体系体系(※60)    

障害者自立支援法の施行により、障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行わ

れるよう、障害種別ごとに分かれていた事業体系が、障害種別を問わず、日中活動系サービス

と居住支援系サービスに再編されたサービス体系のこと。 

 
スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラー(※43)    

学校において、生徒や保護者、教師等の相談にのる臨床心理士などの専門家のこと。 

 

生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金(※101)    

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の助長並びに在宅福祉及び

社会参加の促進を支援するため、社会福祉協議会が窓口となり必要な資金を貸し付ける制度の

こと。 

 

生活指導員生活指導員生活指導員生活指導員(※39)    

特別支援学級及び通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、児

童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、適切な指導・支援を行うために、担任の補助とし

て市が独自で配置する指導員のこと。 

 
精神障害者就職精神障害者就職精神障害者就職精神障害者就職サポーターサポーターサポーターサポーター(※80)    

精神障害者に対する雇用支援施策として、公共職業安定所に配置された精神障害の専門的知

識を有する相談支援員のこと。精神障害者の求職者に対し、精神症状に配慮した専門的なカウ

ンセリングなどの支援を行う。    
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精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳(※15)    

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定された精神障害者に対する手帳制度の

こと。一定の精神障害の状態にあり、長期間にわたり日常生活や社会活動が制限される人が、

様々な支援施策を利用するために必要な手帳で、障害の程度により、1級から 3級までの区分

がある。 

 
成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度(※55)    

知的障害、精神障害、認知症等のため、判断能力が不十分な人に対し、成年後見人などが

財産管理や契約などを行うときに支援する制度のこと。 

本人や家族等の申立てを受けた家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見制度」と、判

断能力がある人が、将来判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ後見人を決めておく「任

意後見制度」の 2つがある。 

 
総合支援学校総合支援学校総合支援学校総合支援学校(※38)    

    障害の比較的重い児童生徒を対象に、より専門的な教育を行う学校のこと。小・中学校の義

務教育に対応して、小・中学部を原則として設置することになっている。また、幼稚部と高等

部を設置することもできる。 

 山口県では、校名を「総合支援学校」とし、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、

病弱の原則 5障害を対象としている。 

 
総合療育総合療育総合療育総合療育システムシステムシステムシステム(※31)    

乳幼児の身体面や精神面での発達の遅れや障害をできるだけ早く発見し、少しでも早い時期

に治療、訓練、保育等を行い、その子どもの発達を最大限促していくため、医療・保健・福祉・

教育などの関係機関が相互に連携を図り、保護者と協力しあって早期療育を進めていくための

仕組みのこと。 
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たたたた    

相談相談相談相談・・・・支援手帳支援手帳支援手帳支援手帳(※47)    

 医療、保健、福祉、教育、労働などの関係機関による情報の共有化を図り、かつ、関係機関

による各種相談・支援の際に円滑な情報の共有を目的として配付される手帳（ファイル）のこ

と。保護者や相談・支援者は手帳に必要な情報を記入でき、各種の相談・支援を受ける際に手

帳を提示することにより、相談・支援者に対して必要な情報が提供できるようにしたもの。 

    

措置制度措置制度措置制度措置制度(※7)    

障害者が障害福祉サービスを受ける要件を満たしているかを行政が判断し、サービスの開始

及び廃止を行政権限としての措置により提供する制度のこと。 

 
    

多機能多機能多機能多機能トイレトイレトイレトイレ(※86)    

車いすで利用でき、高齢者や障害者、乳幼児連れなどが利用できる機能のある多目的トイレ

のこと。トイレの不安がなく外出でき、安心して利用できる環境づくりとして、ユニバーサル

デザインに配慮したトイレの整備が求められている。 

 
短期入所短期入所短期入所短期入所(※20)    

障害者に対して、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食

事の介護を夜間も含めて提供するサービスのこと。 

 
地域地域地域地域コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター(※48)    

各地域における特別支援教育を推進するための地域のキーパーソンとして特別支援教育

センターや小･中学校のサブセンター校に配置されている職員のこと。各関係機関とも連携

しながら、発達障害を含め、障害のある幼児児童生徒・担任・保護者への相談支援、特別支

援教育に関する研修への協力などを行う。 

 
地域自立支援協議会地域自立支援協議会地域自立支援協議会地域自立支援協議会(※70)    

 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割

を果たす定期的な協議の場として市町村に設置される組織のこと。地域の実態や課題などの情

報を共有して、具体的に協働するネットワークであり、学識経験者、障害当事者団体、相談支

援事業者、サービス提供事業者、保健医療・教育・雇用関係機関などの代表者で構成。
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注意欠陥多動性障害注意欠陥多動性障害注意欠陥多動性障害注意欠陥多動性障害（AD/HD＝attention deficit/hyperactivity disorder）(※12)    

多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害又は行動障害のこと。幼児期に現れる

発達障害の一つで、不注意（物事に集中できない、忘れ物が多い）、多動性（落ち着きがない、

じっとしていられない）、衝動性（突飛な行動を取る、順番を守れない）などが特徴。 

 
超低床超低床超低床超低床バスバスバスバス(※98)    

床面を低く作り、乗降口の階段が無く、補助スロープ板の使用で車いすのまま乗降できるバ

スのこと。 

 
通級指通級指通級指通級指導教室導教室導教室導教室(※18)    

小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒に対して、ほとんどの授

業を通常の学級で受けながら、障害の状態などに応じた特別の指導を受ける指導形態（指導教

室）のこと。 

通級指導教室の対象は、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害

(AD/HD)、弱視、難聴など。 

 
デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス（（（（児童児童児童児童デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス））））(※35)    

原則 18歳未満の障害児を対象として、療育の観点から個別療育や集団療育を行う必要があ

る児童に対し提供するサービスのことで、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活へ

の適応訓練などを行う。 

 
出前講座出前講座出前講座出前講座(※103)    

    市政情報出前講座のことで、市の職員が講師として出向き、担当業務や市の事業・計画につ

いて説明を行うもの。 

    

特殊寝台特殊寝台特殊寝台特殊寝台(※66)    

 分割された床板が可動することにより、起き上がりなどの動作を補助する寝台のこと。
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なななな    

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育(※36)    

 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視

点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学

習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うこと。 

 
特別支援教育推進室特別支援教育推進室特別支援教育推進室特別支援教育推進室(※40)    

 発達障害を含め障害のあるすべての児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人ひとりの教育

的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う特別支援教育を推進する部署のこと。宇部市では、

平成22年度に教育委員会に設置。 

 
特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育センターセンターセンターセンター(※42)    

 県内７地域の拠点となる総合支援学校に設置し、地域の小・中学校などをはじめ、幼児児童

生徒や保護者へ専門的な相談支援を行う機関のこと。 

 
    

内部障害内部障害内部障害内部障害(※13)    

身体障害者福祉法に定められた身体障害のうち、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機

能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障

害、肝臓機能障害の 7つの障害の総称のこと。 

 
ニーズニーズニーズニーズ(※22)    

 福祉保健サービスなどの必要性を量質ともに示す概念のこと。障害者及びその家族が生活の

中で困っていること、望んでいること、と捉えることができる。 

 
日常生活用具日常生活用具日常生活用具日常生活用具(※61)    

 入浴補助用具、活字文書読上装置、FAXなど、障害者の日常生活がより円滑に行われるため

に給付する用具のこと。 

 
日中一時支援事業所日中一時支援事業所日中一時支援事業所日中一時支援事業所(※45)    

 障害者（児）の家族の就労支援や一時的な休息のため、障害者などの日中における活動の場

を提供する事業所のこと。 

 
ノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーションノーマライゼーション(※2)    

障害の有無に関わらず、全ての人が一般社会の中で、その人らしく生活することが当然の姿

であり、そのあるがままの姿で当たり前に暮らしてゆける社会を築いていこうとする考え方の

こと。
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はははは    
 
    

発達発達発達発達クリニッククリニッククリニッククリニック(※30)    

心身の発達又は発育、運動機能の発達、言葉やしつけなどに心配のある乳幼児を対象とした

専門相談のこと。小児科医師や保健師などのスタッフが、子どもの発育・発達を促すための方

法、接し方、適切な関係機関の紹介を行う。 

 
発達障害発達障害発達障害発達障害(※6)    

    脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものであり、心理的発達障

害並びに行動情緒の障害などのこと。具体的には、自閉症、注意欠陥多動性障害（AD/HD）、

その他の広汎性発達障害などが含まれる。 

 
発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援センターセンターセンターセンター(※57)    

    社会生活への適応が困難な発達障害の特性を踏まえ、障害者やその家族からの相談に応じる

とともに、関係機関との連携を図り、専門的支援のためのバックアップを行う機関のこと。 

 

発達障害者支援法発達障害者支援法発達障害者支援法発達障害者支援法(※3)    

自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害（AD/HD）、学習障

害（LD）などを法律上も障害と認定し、発現後できるだけ早期に必要な支援を行うことを目的

として、平成 17年に施行された法律のこと。 

 
バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー(※9)    

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、

もともとは、建物内の段差の解消など物理的障壁の除去という意味合いが強かったが、現在で

は、障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意

味でも用いられている。 

 
バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化推進連絡化推進連絡化推進連絡化推進連絡協議会協議会協議会協議会(※95)    

本市のバリアフリー化の推進を図るため、現状・ニーズなどの把握、普及啓発に関する事項

などを協議する庁内の関係部署で構成される組織のこと。
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バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法（（（（高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律））））(※5)    

高齢者や障害者（身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、全ての障害者）、

妊産婦、けが人などが気軽に移動できるよう階段や段差を解消し、施設利用の利便性、安全性

の向上を促進することを目的として、平成 18年に施行された法律のこと。 

    

バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー対応型対応型対応型対応型信号信号信号信号機機機機(※96)    

音響により信号表示の状況を知らせたり、押ボタンなどの操作により歩行者用信号の青の時

間を延長したりすることのできる機能を有する信号機のこと。    

 
ピピピピアカウンセリングアカウンセリングアカウンセリングアカウンセリング(※56)    

    ピア（peer）は、「仲間」「同僚」を意味し、障害者が社会生活を送るうえで必要とされる心

構えや生活能力の向上などに関して、障害者自身がカウンセラーとなって、自らの経験をふま

えた相談援助活動のこと。 

 

福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度(※49)    

    重度の心身障害者、ひとり親家庭及び乳幼児のいる家庭の経済的負担の緩和を図り、安心し

て医療を受けられるよう、医療保険が適用される医療費の自己負担分を助成する制度のこと。

（山口県と共同で実施） 

 

福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育(※88)    

    社会福祉に対する住民の理解と参加を促進するために、行政機関や民間団体などによって行

なわれる福祉に関する啓発・体験活動や学校における教育活動のこと。 

    

福祉福祉福祉福祉タクシータクシータクシータクシー券券券券(※67)    

    重度の身体障害者及び知的障害者（等級制限あり）の外出を支援するために交付されるタク

シー料金の助成券のこと。
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福祉福祉福祉福祉的的的的就労就労就労就労(※28)    

一般就労が困難な障害者が、授産施設や福祉工場、作業所などの障害福祉サービス事業所で

支援を受けながら訓練を兼ねて働くこと。障害者の就労の形態には一般就労と福祉的就労の 2

種類がある。(一般就労とは、民間企業などで雇用関係に基づき働くことを言う。) 

 
福祉福祉福祉福祉ののののまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり(※94)    

 日常生活や社会生活を制限する様々な障壁を取り除くことにより、高齢者や障害者などが自

由に行動し、平等に参加できる社会を築いていくこと。 

 

福祉福祉福祉福祉のののの輪輪輪輪づくりづくりづくりづくり運運運運動動動動(※73)    

 「困ったときお互いに助け合える組織づくり」を合言葉に、住民参加による福祉のネットワ

ークを整備し、地域ぐるみの支援体制づくりを進めていくもの。 

 

福祉避難所福祉避難所福祉避難所福祉避難所(※106)    

寝たきりの高齢者、障害者、妊産婦など、一般の避難所で共同生活が困難な人が安心して避

難生活ができるよう市と利用協定を締結している福祉施設のこと。市では、特別養護老人ホー

ムや障害者入所施設などと利用協定を締結している。 

 
ふれあふれあふれあふれあいいいいいいいいききききいいいいききききサロンサロンサロンサロン(※74)    

ひとり暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者だけでなく、地域の障害者や子育て中の母親な

ど、閉じこもりがちな人たちが、住み慣れた地域で生きがいを持ち、健康で楽しい生活を送る

ことを目的として、地域住民とボランティアが一緒に仲間づくりや交流の場づくりを進め、孤

独感の解消や閉じこもり防止など、介護予防の推進を図る活動のこと。 

    

ふれあふれあふれあふれあいいいい教育教育教育教育センターセンターセンターセンター(※41)    

 地域の小・中学校等をはじめ、幼児児童生徒や保護者へ、特別支援教育などについて、広域

的・専門的な相談支援を行う機関で、やまぐち総合教育支援センター内に設置されている。 
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まままま    

やややや    

FAXFAXFAXFAXにににによよよよるるるる111111119999番番番番通報通報通報通報(※105)    

    耳や言葉が不自由な障害者が、住所・氏名・FAX番号・火事か救急かの状態を記入し、１１

９とダイヤルするだけで通報できる仕組みのこと。 

    

防災防災防災防災メールメールメールメール(※102)    

気象や地震などの防災情報、市からのお知らせなど、防災の重要な情報を携帯電話やパソコ

ンへ電子メールで配信するサービスのこと。  

 
法定雇用率法定雇用率法定雇用率法定雇用率(※76)    

 障害者雇用を促進するために、企業や国・地方公共団体に対して定められている、雇用して

いる労働者総数に占める障害者の割合のこと。 

 
防防防防犯犯犯犯ボランティアボランティアボランティアボランティア団団団団体体体体(※107)    

防犯パトロール、防犯広報、環境浄化、防犯指導・診断、子どもの保護・誘導、危険箇所の

点検などの自主防犯活動を行う団体のこと。 

 
補装補装補装補装具費支具費支具費支具費支給給給給制度制度制度制度(※65)    

身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具（補装具）を必要とする身体障害

者に対して、補装具の購入又は修理に要する費用（基準額）の100分の 90に相当する額（補

装具費）を支給する制度のこと。 

 
    

見見見見守守守守りりりり訪問訪問訪問訪問活動活動活動活動(※75)    

ひとり暮らしの高齢者等を対象に、地域住民などが主体となって、安否確認や話し相手、相

談などを行う支援活動のこと。 

 
民民民民生生生生委委委委員員員員・・・・児童児童児童児童委委委委員員員員(※54)    

 住民福祉を推進するため、生活に困っている人、高齢者、児童、障害者、母子・父子家庭な

どさまざまな相談や調査、援助活動をしている者のこと。 

 
    

山口県山口県山口県山口県福祉福祉福祉福祉ののののまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり条例条例条例条例(※93)    

福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、福祉のま

ちづくりに関する施策の基本となる事項及び公共的施設の整備などに必要な事項を定めるこ

とにより、福祉のまちづくりを総合的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的

として、平成9年に制定された県条例のこと。 
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ら 

やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち障害者等障害者等障害者等障害者等専専専専用用用用駐駐駐駐車車車車場場場場利用証制度利用証制度利用証制度利用証制度((((※※※※97979797))))    

公共施設や病院、店舗等に設置されている障害者用駐車場の適正利用を図るため、、、、障害や高

齢などにより歩行や車への乗降が困難な人に、県内共通の利用証を交付して、必要な駐車スペ

ースを確保できるようにする制度のこと。（平成22年 8月 1日から運用開始） 

    

ユユユユニバーサルデニバーサルデニバーサルデニバーサルデザザザザインインインイン(※87)    

高齢者や障害者等を含めた全ての人が利用しやすいように、施設・製品・サービスなどに配

慮が行われた設計（デザイン）のこと。 

 
    

ライフステージライフステージライフステージライフステージ(※27)    

 人の生涯における人生の各段階のこと。学齢期、就労、結婚、高齢期など、各人の生活の変

化における質的な区切りからみた人生の段階を表す。 

 

理理理理学療法学療法学療法学療法士士士士(※29)    

    医師の指示のもとに、身体に障害のある人の基本的動作能力の回復を図るため、治療体操そ

の他の運動と、マッサージなどの物理的手段を組み合わせて治療を行なう国家資格を持つ人の

こと。PT（Physical Therapist）ともいう。 

 

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション(※1)    

 単に運動障害を持つ人の機能回復訓練をいうのではなく、障害者のライフステージの全ての

段階において、人間らしく生きる権利の回復に寄与し、障害者の自立と参加を目指すという考

え方のこと。 

 
療育療育療育療育(※17)    

障害のある子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育のこと。 

 
療育手帳療育手帳療育手帳療育手帳(※14)    

知的障害児（者）に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやす

くするために一定程度以上の障害がある人に対し、申請に基づいて障害程度を判定し、県知事

が交付する手帳のこと。 
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〔裏表紙〕 

○上段左：「どうぶつさん こんにちは」         ○上段右：「落ち葉のワルツ」 

 山口県立宇部総合支援学校 小学部６年          山口県立宇部総合支援学校 中学部２年 

          大下 ひかり さん                   田坂 夏実  さん 

○下段左：「顔・顔・顔・・・」             ○下段右：「私の行きたいお店」 

 山口県立宇部総合支援学校 中学部１年          山口県立宇部総合支援学校 小学部４年 

          岸本 修司  さん                   柳  綺佳  さん 

臨臨臨臨床床床床心理士心理士心理士心理士(※79)    

心の悩みや問題の軽減などのために、臨床的な心理学の技法を用いて心理療法を行う心理学

の専門家のこと。 

    

レスレスレスレスパパパパイトイトイトイト(※21)    

「休息・一時的な開放」という意味で、障害児を一時的に預かって、家族を一時的に介護か

ら解放することによって、日頃の身体的・精神的な疲れなどを回復できるようにする援助サー

ビスのこと。 

 

 


